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１．これまでの取組の現状 
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機密性○ 我が国における高レベル放射性廃棄物処分の流れ 

（１）我が国においては、原子力発電に伴い発生する使用済核燃料を再処理し、ウラン・プルトニ
ウムを回収した後に生ずる高レベル放射性廃液を、ガラスで安定的な状態に固形化し（ガラス
固化体）、３０～５０年間、冷却のため貯蔵・管理した上で、地層処分することとしている。 

（２）現在、約１７，０００トンの使用済燃料を保管中であり、既に再処理された分も合わせるとガラ
ス固化体約２５，０００本相当の高レベル放射性廃棄物が存在している。 
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高レベル放射性廃棄物の地層処分について 

（１）ガラス固化体は、六ヶ所再処理施設内の貯蔵管理施設で貯蔵管理した後、最終処分場に輸送
し、オーバーパック（金属製の容器）や緩衝材（粘土）による人工バリアを施した上で、地下300m
以深（※）に埋設処分する。  

   （※）酸素がなく、放射性元素が水に溶けにくい環境を確保するとともに、物理的に処分場を建設することが可能な処分深
度として、最終処分法において３００ｍ以深と規定。 

（２）人工バリアと天然バリアの組合せにより、ガラス固化体を、放射能が十分に減衰するまでの数
万年間、人間の生活環境から隔離する。 

（３）最終処分場は、ｽｹｰﾙﾒﾘｯﾄを考慮し、4万本以上のガラス固化体を埋設できる規模とする計画。 

最終処分場の具体的イメージ 

ガラスと混ぜるこ
とで放射性物質
を地下水に溶け
出しにくくする。 

約２０cmの炭素鋼
の容器。当面１００
０年間は確実に地
下水から隔離。 

約７０cmの粘土。
地下水と放射性物
質の移動を遅くする。 
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地上施設 
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ガラス固化体 オーバーパック 

[金属製の容器] 
緩衝材 
[粘土] 

岩盤 

高レベル放射性廃棄物処分施設 

地下深くの安定した
岩盤で長期間放射
性物質を閉じこめる。
酸素が少なく、金属
も腐食しにくい。 

連絡坑道 

処分パネル 

（処分坑道が集
合した区画） 

アクセス坑道 

地上施設 

地下施設 
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例：ガラス固化体が４万本の場合、 
約６平方ｋｍの地下施設が必要 



なぜ地層処分なのか（長期にわたる外的擾乱からの隔離が必要） 
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（１）ガラス固化体に含まれている放射能が、そのもととなったウラン鉱石の放射能と同
程度に減衰するまでは数万年を要し、その間、ガラス固化体が外的な擾乱（自然現
象又は人の行為）により破壊され環境に飛散すれば、放射線の影響により人や環
境に危険が及ぶ。   

（２）非常な長期にわたり、外的な擾乱事象に対して、放射性の「物質」を生活環境から
隔離し、閉じ込めて置くためには、外的擾乱のリスクの高い人的な管理ではなく、地
下深くに埋設する「地層処分」が必要。  

数百年程度
なら有効かも
しれない 

外的擾乱（自然現象又は人の行為） 



機密性○ 我が国における地層処分制度の確立 

（１）我が国の地質データ等を基に、核燃料サイクル開発機構（現日本原子力研究開発機構）を中心
に、国内専門家・研究機関の総力を挙げ、地層処分の技術的信頼性について、２０年以上の研
究成果をとりまとめ。とりまとめに当たり、国内外の専門家によるピア・レビューを受けている。 

（２）この研究成果を踏まえ、2000年、原子力委員会が、我が国でも地層処分が実現可能と評価。そ
の後、深地層の研究施設を整備し、更なる研究開発を推進。 

（３）また、1998年、原子力委員会は、社会的信頼を得つつ、地層処分を安全かつ着実に実施するた

め、立地選定プロセスや処分実施主体等のあり方を盛り込んだ地層処分の基本的考え方をとり
まとめ。 

（４）これらを受け、2000年「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」が成立。 

2000 1976 
研究成果 

第２次取りまとめ 
「地層処分の技術的信頼性」 

瑞浪超深地層 
研究所着工（2002年） 

幌延深地層 
研究所着工（2003年） 地層処分 

研究開始 

「特定放射性廃棄物の最終処分
に関する法律」 

1999 

原子力委員会 （原子力バックエンド対策専門部会） 
「我が国における高レベル放射性廃棄物地層処分研
究開発の技術的信頼性の評価」 

1992 
研究成果 

第１次取りまとめ 
「地層処分の技術的可能性」 
動力炉・核燃料開発事業団 
（現日本原子力研究開発機構） 

核燃料サイクル開発機構 
（現日本原子力研究開発機構） 

・地層処分研究開発協議会（核燃料ｻｲｸﾙ開発機構、日本原子力研究所、地質調査所、
防災科学技術研究所、電力中央研究所、原子力環境整備ｾﾝﾀｰ、大学専門家（原子力
工学、地質学、土木工学）等）による研究開発の推進 
・地層科学研究検討会（国内の地震学、地質学等の36名の学者が参画）やNagra（ｽｲｽ実
施機関）、米国立研究所（ﾛｽｱﾗﾓｽ、ﾛｰﾚﾝｽ･ﾊﾞｰｸﾚｰ）等の国内外専門家によるﾚﾋﾞｭｰ 
・OECD/NEAによる国際ﾚﾋﾞｭｰ（OECD、IAEA、独・瑞・加・西 実施機関） 

「第２次取りまとめ」の策定及びレビューに携わった国内外の専門家・研究機関 
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1998 

原子力委員会 （高レベル放射性廃棄物処分懇談会） 
 「高レベル放射性廃棄物処分に向けた基本的考え方について」 

NUMO設立 

制
度 

研
究
開
発 



我が国の地層処分地選定の概要  

6 

「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」に基づく３段階の立地選定プロセス 

※知事及び市町村長の意見を聞き、反対の場合は次の段階に進まない 

施設建設後 
廃棄物搬入開始 

③精密調査 
地下施設で調査、
試験を行い評価  
    

全国市町村か
らの応募 

国の申入れに  
対する受諾 

①文献調査 
過去の記録、文献
調査で評価 

②概要調査 
ボーリング調査、
地質調査等で評価 

2007年に追加 概要調査地区を選定 精密調査地区を選定 建設地を選定 

2002年に開始 

（１）「特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律」において、実施主体（原子力発電環境
整備機構（NUMO） ）を設立するとともに、3段階の処分地選定プロセスを制定。 

（２）同法に基づいて、原子力発電環境整備機構（NUMO）が、2002年より全国市町村を対
象に最終処分場立地に向けた調査の公募を開始。 



機密性○ 

（１）2007年1月に全国で初めて高知県東洋町から文献調査への応募がなされたが、調
査受入れの賛否を巡って町を二分する論争に発展し、同年4月の町長選を経て応
募がとり下げられるに至った。 

（２）その後、こうした経験を踏まえ、これまでの文献調査に対する応募を受けるのみな
らず、国から自治体に申入れること等の対策をまとめたものの、その後現在に至る
まで、文献調査を実施するに至っていない。 

わが国の最終処分地の選定プロセスの進捗状況 
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機密性○ 諸外国の進捗状況 ～各国とも３０年以上にわたり悩みつつ選定を実施～ 

（１）最終処分地が実質的に決定している国（ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ、ｽｳｪｰﾃﾞﾝ） 

 ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ：１９８３年より選定開始、２０００年に処分地（ｵﾙｷﾙｵﾄ）を国として原則決定。
地下調査施設（ｵﾝｶﾛ）を建設、現在、安全審査中。 

 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ：１９７７年より選定開始、２００９年に処分地（ﾌｫﾙｽﾏﾙｸ）を選定。施設建設
に向けて、現在、安全審査中。 

（２）その他の国 

仏国：１９８３年より選定開始。パリから東に約２２０ｋｍのﾋﾞｭｰﾙ近郊を処分地とする
方向でその是非につき公開討論中。 

米国：ﾕｯｶﾏｳﾝﾃﾝを選定も、政権交代により撤回（２００９年）。選定ﾌﾟﾛｾｽの見直し中。 

独国：ｺﾞｱﾚｰﾍﾞﾝを選定も、２０００年より調査凍結。選定ﾌﾟﾛｾｽの見直し中。 

英国：ｶﾝﾌﾞﾘｱ州が関心を表明も、議会で否決（２０１３年）。選定ﾌﾟﾛｾｽの見直し中。 
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建設等 

英国 

日本 

カナダ 

スウェーデン 

(フォルスマルク) 

※建設には未着手 

フランス 

(ビュール近傍) 

米国 ドイツ 

スイス 

フィンランド 

(オルキルオト) 

韓国 

公募  文献調査  最終処分施設 
建設地の選定 

概要調査  精密調査 
安全審査 方針検討 

段階 



２．今後の取組の方向性 
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放射性廃棄物ＷＧ中間とりまとめ 概要 

○これまでの課題を踏まえ、最終処分問題の解決に向け、国が前面に立って取り組む。 

①広く全国を対象とした調査地域の公募では、自治体の説明責任・負担が重い。 

 → 国が、科学的により適性が高いと考えられる地域（科学的有望地）を示す。 

   受入地域の持続的発展に資する支援策を国と自治体が協力して検討。 

②「住民不在」で進められるとの懸念。 

 → 調査受入れを検討する自治体において、住民参加型の検討の場を設置。 

③ＮＵＭＯは、目標・アクションプランが明確でなく、経営責任も曖昧。 

 → ＮＵＭＯの組織ガバナンスの抜本的改善は不可欠。国による定期的な事業評価を実施。 

④「国やＮＵＭＯは都合のいい情報だけを提供しているのではないか」との不信感。 

 → “行司役”的視点に立った第三者評価・説明が必要。新原子力委員会にその役割を期待。 

○可逆性・回収可能性を担保し、地層処分に向けた取組を進めることは有力な対処方策。 

①地層処分の技術的信頼性を定期的に評価 

②代替処分方法や回収可能性に関する研究開発を推進 

③処分地選定や研究開発を進める中で明らかになる知見を基に、社会的合意を段階的に醸成 

○多様な立場の専門家の参画の下、昨年５月より１３回にわたって放射性廃棄物WG （委員長：増田

寛也（元総務大臣））を開催し、本年５月２３日に中間取りまとめを公表。 
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地層処分技術ＷＧ中間とりまとめ 概要 

○次に、これらの地質環境特性に擾乱を与える天然事象を段階的な調査により回避することが可能。 

①火山活動： 

 → 火山の発生領域は数百万年前から変わっておらず、北海道、東北地方や九州の日本海側に偏在。 

    影響範囲（側火山、地温、化学環境への影響）は、火山から１５ｋｍ程度。 

 → 既存の火山から１５ｋｍ以内は不適地。 

②隆起・侵食： 

 → 日本の隆起量は、山間部を除き、過去１０万年間で概ね１００ｍ未満。（沿岸部については１５０ｍを考慮。） 

 → 過去１０万年間の隆起量が３００ｍ（沿岸部は１５０ｍ）を超える地域は不適地。 

③断層活動： 

 → 破砕帯の幅は断層長さの１／１００程度（数百ｍ程度）を少なくとも回避する必要。 

○まず、地層処分に好ましい以下の地質環境特性は我が国に広く存在。 

①火山周辺等を除けば、地温が低い（ガラス固化体の溶解や緩衝材の変質を抑制） 

②地下深部は、地表面に比べ、地下水の流れが緩慢である（漏出した放射性物質の移動を抑制） 

③火山周辺等を除けば、地下深部は酸化性の環境ではない（金属容器の腐食、放射性物質の地下水への溶
解を抑制） 

○関連学会の推薦等による専門家の参画の下、昨年１０月より８回にわたって地層処分技術WG（委
員長：杤山修）を開催し、 本年５月３０日に中間取りまとめを公表。 
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最終処分関係閣僚会議（2013年12月） 
これまでの取組の課題と見直しの方向性 
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（課題１） 現世代の責任として、地層処分に向けた取組を進めることが国際的共通認識であ
る一方、地層処分の安全性に対する信頼が不十分。 

⇒（１）地層処分を前提に取組を進めることとし、将来世代が最良の処分方法を常に再
選択できるよう、可逆性・回収可能性を担保し、地層処分の技術的信頼性を定
期的に評価していくと共に、代替処分オプションの調査・研究を並行的に進め
る。 

総合資源エネルギー調査会における検討状況も踏まえつつ、 

以上の方向性で見直しの具体化を図り、 

特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針の改定を行う。 

（課題２）広く全国を対象とした調査地域の公募では、調査受入れの科学的妥当性「なぜこ
こか」の説明が困難であり、受入れを表明する自治体の説明責任・負担が重く
なっている状況。 

⇒（２）国が、科学的根拠に基づき、より適性が高いと考えられる地域（科学的有望
地）を提示する。その上で、国が前面に立って重点的な理解活動を行った上で、
複数地域に対し申入れを実施する。あわせて、地域の合意形成の仕組みや支援
策等について、今後検討の上、適切な措置を講じる。 

※可逆性：処分事業の選定プロセスを元に戻すこと。 

 回収可能性：地層処分場において廃棄物を回収可能な状態に維持すること。 



文献調査 

概要調査 

精密調査 

処分地決定 

調査受入自治体の公募 

応募 

法
定
プ
ロ
セ
ス 

従来のプロセス 加速化に向けた新たなプロセス（案） 

科学的知見に基づいた 
有望地の選定（マッピング） 

・ 自治体からの応募 
・ 複数地域に対し、国から申入れ 

選定した有望地を中心とした 
重点的な理解活動（説明会の開催等） 

※都道府県知事、市町村長の意見を聴き、
反対の場合には次の段階に進まない 

○ 

代
替
処
分
オ
プ
シ
ョ
ン
の
調
査
・研
究
等 

○ 

地
層
処
分
の
技
術
的
信
頼
性
の
定
期
的
評
価 

法
定
プ
ロ
セ
ス 

最終処分に向けた新たなプロセス（案） 

13 ※下線印は、新規または強化する取組案 

可逆性・回収可能

性を担保した取組 

※

地
域
の
合
意
形
成
の
仕
組

み
や
支
援
策
等
を
検
討 

文献調査 

概要調査 

精密調査 

処分地決定 

※都道府県知事、市町村長の意見を聴き、
反対の場合には次の段階に進まない 



エネルギー基本計画（４月１１日閣議決定） 
①高レベル放射性廃棄物の問題の解決に向け、国が前面に立って取り組む。  
②地層処分を前提に取組を進めつつ、可逆性・回収可能性を担保し、将来世代が最良の処分方法 
 を選択できるようにする。 
 ⅰ）最新の科学的知見を定期的かつ継続的に評価・反映 
 ⅱ）幅広い選択肢を確保（直接処分など代替処分オプションに関する調査・研究を推進） 
 ⅲ）処分場閉鎖までの間の高レベル放射性廃棄物の管理の在り方を具体化  
③科学的により適性が高いと考えられる地域（科学的有望地）を示す等を通じ、地域の地質環境 
 特性を科学的見地から説明し、立地への理解を求める  
④多様な立場の住民が参加する地域の合意形成の仕組みを構築  
⑤施設受入地域の持続的発展に資する支援策を国が自治体と協力して検討、実施 
 
  
○このような取組について、総合資源エネルギー調査会の審議を踏まえ、「最終処分関係閣僚 
 会議」において具体化を図り、「特定放射性廃棄物の最終処分に関する基本方針（2008年３月 
 閣議決定）」の改定を早急に行う。 

○高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組を強化し、国が前面に立ってその解決に取り 
 組むが、そのプロセスには長期間を必要とする。その間も、原子力発電に伴って発生する使用済 
 燃料を安全に管理する必要がある。このため、使用済燃料の貯蔵能力を強化することが必要で 
 あり、安全性を確保しつつ、それを管理する選択肢を広げることが喫緊の課題である。 
 

○このような考え方の下、使用済燃料の貯蔵能力の拡大を進める。具体的には、発電所の敷地 
 内外を問わず、新たな地点の可能性を幅広く検討しながら、中間貯蔵施設や乾式貯蔵施設等の 
 建設・活用を促進するとともに、そのための政府の取組を強化する。 
 

○放射性廃棄物を適切に処理・処分し、その減容化・有害度低減のための技術開発を推進する。 14 


